
 

 

  

船橋市立行田東小学校 

     ＰＴＡ規約 

令和５年４月２７日 改正  



 

  

第１章 名称と事務局 

第１条（名称） この会は、船橋市立行田東小学校ＰＴＡと称し、事務局は同校内におく。    

 所在地：千葉県船橋市行田 2 丁目 4 番 1 号 

 

第２章 目的と方針 

第２条（目的） この会は、保護者と教職員が協力して、家庭・学校・地域の良い学習

環境づくりを行い、児童の健全な育成を図ることを目的とする。 

 

第３条（方針） この会は、教育を本旨とする民主団体として次の方針によって活動す

る。 

 

 (1)児童の教育や福祉のために活動する諸団体と協力する。特に児童の生

活する地域と協力し活動する。 

(2)他のいかなる団体や機関の支配・干渉を受けない。また、特定の政党や

宗教、営利目的団体には加担しない。 

(3)学校の人事、その他管理には干渉しない。 

 

 

第３章 活   動 

第４条（活動） この会は、第２条・第３条を実現させるために、次の活動を行う。 

 

 (1)家庭・学校・地域が連絡を取り合い、協力して児童が健全な生活を送れ

るよう指導、援助する。 

(2)児童の生活環境の向上をはかる。 

(3)会員同士の研修や親睦をはかる。 

 



  

第４章 会員と会費 

第５条（会員） この会の会員は次の者で構成される。 

 

 (1)本校に在籍する児童の保護者 

(2)本校に勤務する教職員 

 

第６条（会費） この会の会費は次のとおりとする。 

 

 (1)１世帯、年間 3,000 円を納入する。 

(2)転入などにより年度の途中で入会した会員は、入会の月から年度末ま

での分の会費を月割り（250 円/月）で納入する。 

(3)転出などにより年度の途中で退会した場合は、退会の翌月から年度末

までの分の会費を月割り（250 円/月）で返還する。 

 

 

第５章 経    理 

第７条（予算の執行） この会の経理は、総会において決議された予算に基づいて行われる。 

ただし、年度途中などに必要が生じた場合は運営委員会（第 17、18 条）

の決議による補正予算に基づいて行うこともできる。 

 

第８条（決算） この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければな

らない。 

 

第９条（会計年度） この会の会計年度は、４月１日から始まり、３月３１日に終わる。 

 



  

第６章 役員と任務 

第 10 条（役員） この会には、次の役員をおく。 

 

 
(1)会長・・・１名 

(2)副会長・・３名～（内１名は教頭） 

(3)書記・・・２名～ 

(4)会計・・・１名 

(5)会計監査・２名 

 

第 11 条（任務）  役員の任務は、次のとおりとする。 

 

 
(1)会長は、会を代表し会の仕事を統括する。 

(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは会長を代行する。 

(3)書記は、会議の通知・記録等を行い、この会の庶務を行う。 

(4)会計は、予算に基づき一切の会計事務を処理する。 

(5)会計監査は、会計を監査し決算を総会に報告する。 

(6)会計監査を除く役員で本部役員会を組織し、目的のために必要な活動

を行うとともに、運営委員会（第 17、18条）の運営を行う。 

 

 

第 12 条（任期）  役員の任期は１年とし再任は出来るが、継続任期は３年までとする。 

 

第 13 条（役員の選出） 役員は別に定められた選考委員会（細則）が選出し、総会の承認を得て

決定する。 

 



  

第７章 議 決 機 関 

第 14 条（総会） この会は最高議決機関として総会をおく。 

 

第 15 条（総会の開催） 総会は定期総会と臨時総会を次の通り開催する。 

 

 (1) 定期総会は、年度始めに開催する。形式としては集会または書面によ

る開催とする。どちらの形式で行うかは、会長もしくは運営委員会に

より決定する。 

定期総会では以下の事項を承認・議決する。 

 

・前年度活動報告 

・前年度決算報告及び監査報告 

・新年度役員の承認 

・新年度活動計画 

・新年度予算 

 

(2)臨時総会は、会長あるいは運営委員会が必要と認めたとき、又は全会員

の３分の１以上の要求があった時に開催される。 

 

第 16 条 

（総会の成立と議決） 
総会は、全会員の過半数の出席（委任も含む）をもって成立し、議決に

は出席者の過半数の賛成を必要とする。 

 

第 17 条（運営委員会） この会は、総会に次ぐ議決機関として運営委員会をおく。 

運営委員会は、全校的な連絡やその他必要事項の議決ができる。 

 

第 18 条 

（運営委員会メンバー） 
運営委員会は次のメンバーで構成される。 

 

 ・本部役員（会計監査を除く役員） 

・学級代表ベルマーク委員 

・各専門委員会委員長、副委員長 

・Ｐ連役員 

・青少年補導委員 

・おやじの会リーダー 

・選考委員会委員長、副委員長 

・校長 

 

その他会員は審議に参加することは出来るが議決権はない。 

 



  

第８章 委 員 会 

第 19 条（委員会）

  

この会は、活動を円滑なものにするために次の委員会をおく。 

     ・全体委員会 

    ・学級委員会（学級代表委員・専門委員） 

    ・特別委員会 

 

第 20 条（全体委員会） 全体委員会は、全校的な意見交換の場とし、次のメンバーで構成される。 

 

     ・本部役員（会計監査を除く役員） 

    ・学級委員 

    ・Ｐ連役員 

    ・青少年補導委員 

    ・おやじの会リーダー 

    ・選考委員 

   ・卒対委員 

    ・校長 

 

第 21 条（学級委員会） 学級委員会は、クラスごとに次のとおり学級代表ベルマーク委員と専門

委員を選出する。 

 

 (1)学級代表ベルマーク委員 

(2)専門委員 

  ・校外対策委員・・・児童の校外生活の指導と安全対策 

 

また、学級委員は必要に応じて学年委員会として各学年ごとに活動する

事ができる。 

 



  

第９章 雑    則 

第 22 条（改正） 会則の改正は、総会の議決を必要とする。議決は、第 16 条に準ずる。 

 

第 23 条（細則等） 会則に定めがない事項は、本部会と運営委員会が判断し、総会に報告す

る。 

この会の運営に必要な細則は運営委員会が別に定めることができる。 

第 24条（設立年月日)  昭和 52年 4月 1 日とする。 

[ 細  則 ] 

規約第 23 条に基づき、次の通り細則を定める。 

 

[慶弔細則] 

 

 

次の慶弔にあたっては、ＰＴＡ会長が代表となって、その意を表する。 

 

１．会員、会員の配偶者、児童が死亡したとき。供花と 5,000 円 

２．児童が病気やけがなどにより、１ヶ月以上入院または自宅で加療す

るとき。5,000 円 

３．職員が結婚、職員本人または配偶者が出産したとき。5,000 円 

４．職員の配偶者、父母、同居の義父母、子が死亡したとき。5,000 円 

５．その他慶弔の必要が生じたときは、運営委員会で適宜決定する。 

 

 

[選考委員会細則] 

 

 

１．選考委員の構成を次の通りとする。 

①３年４年より各学年１名選出する。 

②学校代表（教職員）２名 

２．選考委員会には、次の役員を置く。 

    ①委員長 ②副委員長 

３．選考委員会の役員は、同委員の互選により決定する。 

４．選考委員会は、会員の意見に束縛されることなく孤立して、ＰＴＡ

全体の立場から推薦候補者を決定する。（決定の経過については漏

洩してはならない） 

５．選考委員会は、候補者として立候補、又は推薦された場合は委員会

から脱退する。 

６．選考委員会は、推薦候補者を決定し、その候補者の内諾を得なけれ

ばならない。 

 



 

 

[通信費細則]  

 

 

１．ＰＴＡ会員への通信費は支給しない。 

   

 

 

 

附則 
本会則は、平成１３年４月２６日から実施する。 

平成１６年４月２３日・平成１８年４月２８日・平成１９年４月２７日・ 

平成２１年４月２４日・平成２３年４月２２日・平成２５年４月２５日・ 

平成２５年１０月３日・平成３０年２月１６日・平成３１年４月２２日 

令和３年４月２７日・令和４年４月２８日・令和５年４月２７日 一部改正 

 


